
お知らせ
つくろう！ マイナンバーカード
～申請手続きをお手伝いします～

大阪市外への引越しは
インターネット申請が便利です

マイナンバーカードをお持ちの方へ

お住まいのお近くで作れます！
「出張申請サポート」 

大阪市マイナンバーカード
出張申請サポート窓口・訪問型出張
申請受付サービス コールセンター

問

06-7178-8897
050-3535-0200 9:00～17:30

申請時手ぶら
でもOK!

会　場

東住吉会館2階会議室
（東田辺2-11-28）

2月9日 　・16日 　日 日

11:00～17:00

日　時

会場での申し込み手続き
カード受取案内の通知書が自宅に届く
区役所に必要書類を持参し受け取り

1
2
3

【カード申請から受取までの流れ】

※郵送でのカード受取はできません

★マイナンバーカードをお持ちの方は、健康保
　険証利用の申込もサポートしています。
　持ち物：マイナンバーカード（4桁の暗証番号
　が必要です）
★区役所や出張窓口に行くのが難しい方は、　
　「訪問型出張申請受付」をご利用ください。

窓口サービス課（住民情報）2階23番問
06-4399-9963 06-4399-9947 06-4399-9947

【手続きに必要なもの】
・マイナンバーカード
・日中に連絡のとれる電話番号
・新しい住所　（引越し日・引越し先が決まってから申請）

大阪市外へ転出される方は、オンライン（マイナポータル）
で転出届の提出ができます。ぜひご利用ください。

区役所へ行かずに手続きができます

令和6年分の所得税の確定申告書の作成相談を行
います。税理士が親切・丁寧にお答えいたします。

（注）確定申告書の提出は受け付けていませんので、
ご自身で税務署に提出していただきます。

（注）相続税や贈与税、土地・株式等の譲渡や、相談時間が30分
を超えるような複雑な事案についての相談は行っておりません。

場　所 平野区画整理記念会館（中野2-7-16）

持ち物 筆記具、電卓など

①前年分の所得金額が300万円以下の方
　（消費税の申告が必要な方は、課税売上高が　
　3,000万円以下の方）
②給与所得や年金受給者の方で、確定申告
　が必要な方

対　象

税理士による確定申告無料相談会

2月6日　  ・7日　　・12日　　・13日　 ・　　
　14日　  9:45～16:15（12:00～13:00除く）

木
金

金 水 木日　時

問 近畿税理士会東住吉支部 06-6703-1800

確定申告のお知らせ

2月17日　　～3月17日　　８:30～16:00月 月
【受付期間】

06-6702-0001（代表）
（年末年始・　 を除く）祝月　　　　　金～ 8:30～17:00※問合せ可能日時

※混雑状況によっては、早めに相談受付を終了する場合があります
※　　　　 は開設しておりません　
※会場では原則、ご自身のスマートフォンで
　申告書を作成していただきます
※スマートフォン・マイナンバーカード
　（2種類の暗証番号含む）をお持ちください

土 日 祝

問 東住吉税務署

0570-00-5901国税に関する質問・相談
（国税相談専用ダイヤル） （全国一律料金）

Higashisumiyoshi

区長の
部屋

消防出初式を見学しました
　1月5日に「令和7年大阪市消防出初式」を見学しました。市
職員になって30年以上経ちますが、出初式をしっかりと見学で
きたのは初めてでしたので、とても新鮮でした。式典では、さま
ざまな種類の消防車両などの行進、防火・防災図画入賞児童
の皆さんに先導された地域防災リーダー、女性防火クラブな
どの皆様による市民参加パレード、消防局の職員による火災・

救助訓練の実演などを拝見し、たいへん心強く感じました。
　災害時に、市役所、消防署等の防災関係機関は、全力で対
応を行いますものの、大規模な災害が発生した直後の人命救
助・消火活動においては、「自分（家族）の身は自分（家族）で
守る」という心構えと近隣の方々との助け合いの力が、多くの
命と財産を救うことになります。ぜひ、日頃から御家庭での備
えや地域の方々とのコミュニケーションを大切にし、いざとい
う時に力を合わせられますよう御準備をお願いいたします。

障がい者控除対象者認定書を
ご存じですか
身体障がい者手帳などの交付を受けていない方で
も、65歳以上で、ねたきりの方または認知症の方で、
その程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準
ずる場合は、申請により｢障がい者控除対象者認定
書｣の交付を受けることができます。認定書を提示
し、所得税の確定申告や個人市・府民税の申告をす
ることにより、税法上の｢障がい者控除｣の適用を受
けることができます。

保健福祉課（福祉） 2階28番問

介護サービス利用にかかる費用の
医療費控除のお知らせ
所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象となる
場合があります。なお、申告には「領収証」が必要です。

【施設サービスの利用者負担額】
①介護老人保健施設 ②介護老人福祉施設 
③介護医療院

【居宅サービスの利用者負担額】
①医療系サービスの利用者負担額（訪問看護・通所リ
　ハビリテーションなど）
②福祉系サービスの利用者負担額（生活援助中心型
　を除く訪問介護・通所介護など）

【介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき】
介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたと
きは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の
1/10が対象です。

【おむつ代】
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、
要介護認定を受けておられ、おむつを使用している方
については、医師の証明に代わる「確認書」を、お住ま
いの区役所の介護保険の窓口で交付できる場合があ
ります。

06-4399-9859
保健福祉課（介護） 2階29番問

06-6629-4580

※上記①～③の利用料・居住費・食費の利用者負担額
　ただし②は1/2相当額

※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象
　

06-6702-0001
所得税の確定申告等については東住吉税務署に
お問合せください。

月　　　　　木～ 9:00～17:30 金 9:00～19:00

申告書は、大阪市　　　で源泉徴収票などをもとに
作成いただけます。

※受付期間の最初・最後の1週間や受付開始直後・終了
　間際の時間は混雑が予想されます

市民税・府民税の申告を
受け付けています

①送付による申告（市税事務所）：
　3月17日　　まで月

②大阪市行政オンラインシステムによる申告：
　3月17日　　まで

・令和6年中に収入がある方（給与所得・雑所得（公
　的年金等・業務・その他）の申告のみ）

・令和6年中に収入がない方

月

問 あべの市税事務所 市民税等グループ
06-4396-2953

金 9:00～19:00月　　　　　木～ 9:00～17:30※問合せ可能日時

日　時

場　所 東住吉区役所 3階301会議室　

場　所 あべの市税事務所　
（阿倍野区旭町1-2-7-702あべのメディックス７階）

日　時 2月12日　 ～3月17日　水 月 土 日 祝（ 　　　　を除く）

月　　　　　金～ 9:00～11:30、13:00～16:00
2月17日　 ～3月17日　月 月日　時 土 日 祝（ 　　　　を除く）

【申告方法・受付期間】

③窓口での申告

夜間中学校で勉強しませんか（生徒募集）
や か ん ち ゅ う が っ こ う べんきょう せ い と ぼしゅう

電話：06-6636-5166心和中学校夜間学級
し ん わ ちゅう がくこう や か ん が っ きゅう

電話：06-6208-9186大阪市教育委員会
お お さ か し きょう い くい い ん か い

いろいろな事情で小学校や中学校を卒業できなかった方、実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した
方、夜間中学校でいっしょに勉強しましょう。授業時間は17:20～20:40です。

やかんちゅうがっこう べんきょう

じじょう しょうがっこう ちゅうがっこう ちゅうがっこうそつぎょう そつぎょう

じゅぎょうじかん

じゅうぶん きょういく う

かた

かた じっしつてき

問合せ ：
とい あ わ で ん わ で ん わ

06-6629-4580

06-4396-2905

06-4399-9857

①2025年度の入学受付は2024年12月2日　から2025年4月30日　　ただし、学校の休業日（　　　　）は除きます。
②「あいうえお」から勉強できます。
③4月1日現在で、中学校を卒業していない、または実質的に十分な教育を
　受けられないまま中学校を卒業した15歳以上の方が入学できます。
④ 授業料は、いりません。（生徒費などが必要です。）
⑤ 大阪府に住んでいる方が、入学できます。　⑥外国籍の方も入学できます。

がいこくせき にゅうがくかた

（注）大阪府以外に住んでいる方は、教育委員会または夜間学級のある学校に相談してください。
おおさかふいがい がっこう そうだんす かた きょういくいいんかい やかんがっきゅう

じっしつてき

べんきょう

ちゅうがっこう

さい いじょう

おおさかふ す かた

じゅぎょうりょう せいとひ ひつよう

にゅうがく

にゅうがく

ちゅうがっこう

そつぎょう

そつぎょう

ねんど ねん がつ

がつついたち げんざい

にち すい のぞにゅうがくうけつけ がっこう きゅうぎょうび ど にち しゅくげつがつねん ふつか

じゅうぶん きょういく

う

月 水 土 日 祝

かた

藤原鉄也東住吉区長
ふじわらてつ や

※会場への入場には、「入場整理券」が必要です
※自動車でのご来場はご遠慮ください

東住吉税務署場　所 （平野西2-2-2）
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4面へ

窓口サービス課（住民情報・保険年金）、保健福祉課（福祉・介護）の状況が確認できます。混雑緩和のため、ご協力よろしくお願いします。
窓口の呼び出し状況・待ち人数は　　　から確認できます！

No.345 2025
（令和7年） 2

広報 東住吉 2013（平成25）年、区内14地域で地域活動協議会
が立ち上がったよ。50th

なっぴーの東住吉
タイムトリップ

東住吉50年
S I N C E 1 9 7 4


